
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１項は変わっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ていませんが、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この２項に公益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び公の秩序を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新たに加えるこ
とにより、時の政権に不利と判断する表現は秩序を乱す行為
として取締ることができるととれます。
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日本国憲法第２１条（１項）
　集会、結社及び言論、出版その他一切の表現
の自由は、これを保障する。

　しかし、自民党改憲案は「表現の自由」を
制限しようとしていて、「民主主義をやめよ
う」ともとれます。

自民党改憲草案２１条（２項）
　前項の規定にかかわらず、公益及び公
の秩序を害することを目的とした活動を
行い、並びにそれを目的として結社する
ことは、認められない。
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